
 前納保険料の算出方法 

　　任意継続保険料を、毎月払い（単月納付）でなく、前納まとめ払い（通期納付＝年１回払い）（半期納付＝年２回払い）に

　した場合、初回の保険料は いくらになるのでしょうか。　　　下記 Ⓐ＋Ⓑ　で算出できます。

手順①②の後に記入→

★手順①★

【任意継続の資格取得月（加入月）を確認】

　　まず、退職日の「翌日」を記入→ 　令和　　　　年　　　　　月　　　　日  (資格取得日)

　　任意継続の資格取得月は→　　

★手順②★

　任意継続に加入する年度の　「前納保険料早見表」を使い空欄を埋めます。　

（例：R8/4/1から任意継続に入る方 → R8年度の前納保険料早見表）

【通期納付(年１回払い)にした場合】 （初年度は、資格取得月～３月分を納付）

　資格取得月の保険料→　標準報酬月額　　　　　　　　千円の場合、「0ヶ月：割引なし｣の額は　

　残りの月数の保険料→　資格取得月の翌月～3月分 の額は

【半期納付(年２回払い)にした場合】 （初年度は、取得月～　９月分 または ３月分　を納付）

　取得月の保険料→　標準報酬月額　　　　　　　　　千円の場合、「0ヶ月：割引なし」の額は

　資格取得月が３・４・５・６・７・８月の場合、
　残りの月数の保険料→　資格取得月の翌月～９月分の額は

　資格取得月が９・10・11・12・１・２月の場合、
　残りの月数の保険料→　資格取得月の翌月～３月分の額は

※４月加入で年１回払いの場合 → Ⓐ ＋ Ⓑ の額が、４月２７日 (*） に口座引き落としされる額。　(*) ･･･27日が銀行休業日の場合は、翌営業日。
※初回保険料から口座引き落としできる方は、任意継続の資格取得日が1日～10日付で、かつ、 資格取得申請書類一式が提出先へ1～10日迄に
　　不備無く届いた方のみです。　（それ以外の方の 「初回」 保険料は 「振込み」 納付。）
※資格取得日が月末に近い日付である方は、初年度は、原則 前納払いができません。 詳しくは資格取得申請書類提出先へおたずね下さい。

〈 提出不要 〉

任意継続４月取得で、標準報酬月額５００千円 の方が 通期納付（年１回払い）を選択した場合

＋ =円

資格取得月の保険料 残りの月数の保険料 初回納付の保険料

Ⓐ Ⓑ
円円

月

円 Ⓐ

円 Ⓑ通期

円 Ⓐ

Ⓑ半期円

Ⓑ半期円 10/1取得の方だとⒷ半期は
１１～３月分なので、
表の｢5ヶ月｣の列の金額を記入。

例

通期にしたい方は手順②のⒷ通期、半期にしたい方はⒷ半期を記入。

例：3/31退職の方は、4/1。

4/1任意継続資格取得の方だと

Ⓐは4月分。 資格取得月は
前納割引がありません。

4/1取得の方だとⒷ通期は5～3月分
なので、11ヶ月前納。
表の｢11ヶ月｣の列の金額を記入。

4/1取得の方だとⒷ半期は
5～9月分なので、5ヶ月前納。
表の｢5ヶ月｣の列の金額を記入。

Ⓑ

この表の金額は一例です。

正しい額は加入年度の
早見表でご確認下さい。

令和**年度 任意継続 前納保険料早 注：下記金額は一例です。
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